
② 入院・入所の場について  
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認知症患者が多く入院する病棟の種類  

病床数   「FO」の  

病床区分  診療報酬  医師の配  看護職員等  構造設備等   
置   の配置＊1  

その他の要  算定対象と  報酬体系  
件   なる患者  

数）＊2   ＊3   

看護20：1  

認知症病棟  看護補助者  

入院料1  医師  25：1  ・集中的な  
82．5％  

病棟常勤1 48：1     専従OTl人   

認知症病棟  
理技術者常勤  

看護補助者   
1，070点（～90日） 1 

入院料2  ，020点（91日～）   
81．6％  

25：1   

看護30：1相当  
指定医  ■病院にPSW  

精神病床  

精神療養病棟  
合わせて15：1  

埋技術者常勤 ・病院にOT室  

入院料  精神疾患を  
90，382床   11．5％  

医師  
OT又は経験  

・病室5．8ポ／人以上  
48：1  

看護師1人   
能訓練室   

1，240～658点  
精神病棟入院  医師   看護   ・新設（全面改築）病 室6 

基本料   48：1   10：1～20：1  
．4n了／人以上 ■既設病室4 188，796床   14．6％  

．3nて／人  

以上   
※初期加算あり   

■主として長  

期にわたり  

療養病棟入院  
看護25：1  

・1室4床以下  
療養を要す  

療養病床   基本料   る患者  1，709～750点  211，592床  
48：1  看護補助者  25：1   ・病室6．4nて／人以上  ・対象疾患、  

状態の要件  

あり  

＊1＝看護職員等の配置は常時の配置人数である。常勤換算方法とは概ね5倍異なる。  17  
＊2：H21．3．25中央社会保険医療協議会資料（平成20年7月現在）  

＊3＝平成19年度厚労科研「精神医療の質的実態把握と最適化に関する総合研究」。ICD－10の「FO」は認知症・高次脳機能障害等を含む疾病分類  

」   



認知症入院患者数の内訳（平成17年）   
一般病床  

（一般診療所）  

＼＼、0．7千人（1％）  
＼   

＼＼ 

療養病床  

（一般診療所）＼  

1．7千人（2％）   ＊精神病床の入院患者数の内、11  
千人は老人性認知症疾患療養病  

棟の入院患者   一般病床  

2．3千人（3％）  
・・－・・・・・㌢・・・・・・  

I l l l l  
療養病床 川川：；  

精神病床＊  

52．1千人（63％）  
：：：・・：・：  
l l l l l l l l l l l】 lllllll  川附26．1千人（31％）  ll1－11111111l   

・－ 

． llllllllllll  
l・・・・・・・・・  － 

：：・．：・：．：  

l，lll   

認知症入院患者総数：83千人  

出典：患者調査  

全病床数（平成18年）  

総病床数   精神病床数   療養病床数   一般病床数  その他病床数   

1，626，589   352，437   350，230   911，014   12，908   出典：医療施設調査  
18   



精神病床における認知症疾患入院患者数の年次推移  

（千人）  団血管性及び詳細不明の認知症  ロアルツハイマー病  

平成8年  平成11年  平成14年  平成17年  

19  

【出典】患者調査   

」  



認知症疾患の入院患者の推移（入院期間に着目して）  

（※血管性及び原因不明の認知症、アルツハイマー病の合計）  

（単位：千人）  

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  

］年未満   □1年以上5年未満   甲5年以上10年未満   田10年以上 （単位＝千人）  

【出典】患者調査20   



認知症疾患専門病棟入院患者の残存曲線  

当月   1月目  2月自  3月目  4月目  5月目  6月日  7月日  8月目  9月自 10月目 11月呂  
入院からの期間  21  

資料：平成16年 精神・障害保健課調   



療養病床における医療区分  

・スモン ・医師及び看護職員により、常時、監視・管理を実施している状態  

・中心静脈栄養 ・24時間持続点滴 ・人工呼吸器使用 ・ドレーン法、胸腹腔洗浄   
■気管切開、気管内挿管が行われており、かつ発熱を伴う場合  

・筋ジストロフィー  ・多発性硬化症 ・筋萎縮性側索硬化症  
－パーキンソン病関連疾患 ・その他の難病（スモンを除く）  

・脊髄損傷（頸髄損傷による四肢麻痔）・慢性閉塞性肺疾患（COPD）  

・痺痛コントロールが必要な悪性腫癌 ・肺炎 ■尿路感染症  

・傷病等によりリハビリテーションが必要（発症から30日以内）  

・発熱を伴う脱水 ・発熱を伴う頻回の嘔吐 ・反復継続する体内からの出血  
・裾癒 ・末梢循環障害による下肢末端の開放創   

・せん妄  うつ症状 ■暴行が毎日みられる状態  

・透析 ■発熱又は嘔吐を伴う場合の経腸栄養・1日8回以上の暗疲吸引  

■気管切開、気管内挿管が行われている ・頻回の血糖チェック  
・創傷、皮膚漬癌等に対する治療   

医療区分2・3に該当しない者   



症状性を含む器質性精神障害（主に認知症）による  

精神病床入院患者の退院可能性と要因  

居住先暮支援が整った  

場合の退院可能性  
退院の可能性がない患者における主な理由  

セルフケア能力の問題   50．7％   

迷惑行為を起こす可能性   10．0％   

重度の陽性症状（幻覚・妄想）   5．6％   

他害行為の危険性   4．3％   

治療・服薬への心理的抵抗   1．5％   

自傷行為・自殺企図の危険性   1．0％   

重度の多飲水■水中毒   0．7％   

アルコール■薬物・有機溶剤等の乱用   0．4％   

その他   25．8％   

可能7．4％  

＼  

＼  

＼  

＼  

＼  

＼  

＼  

．＼  

．＼ ＼  

＼  

＼  

＼  

＼  

＼  

＼  

．＼  

＼＼＼＼＼，＼＼ト．＼．＼＼  

（有効回答数1，057人）  

（有効回答数3，458人）  
23  

「精神病床の利用状況に関する調査」より（平成19年度厚労科研「精神医療の質的実態把握と最適化に関する総合研究」分担研究）   



認知症病棟に入院中の患者の退院可能性に関する調査  
il‾■▲■  

調査対象：民間の精神科病院199施設において、  

91日以上認知症病棟に入院している患者  

（有効回答数1829名）   

退院可能性ありの患者が  

退院に結び付かない理由  

（n＝834）  

園転院■入所順番待ち  

■転院・入所依植しても受   

け付けられない  

口医療行為あるため転院   

入所を断られる  

□要介護度が低いため転   

院・入所できない  

1
－
・
・
－
－
－
－
－
1
1
－
1
 
、
 
1
 
 

％
 
 

9
 
 

2
 
 

2
 
 

■地域内でサービスが少   
なく適所がない  

廃家族（または本人）の了  
2．3％  53．7％   解が得られない  

≡■その他  

24   

厚生労働科学特別研究事業「認知症の実態把握に向けた戦略立案及び予備的研究」研究代表者 朝田隆 分担研究者 松原三郎  



介護サービスの種類  

25   



介護保険施設について  

主な職員配置基準 ＊1  
1人あたり  平均在所  

施設の類型  の居室面 積  部屋定員  基本的性格  施設数  定員数  平均要介 護度＊2   日数  

医師  看護職員  介護職員  その他   ＊3  

3以上  
6：1  

介護療養病床  48：1   6：1  5：1  PT，0丁 適当数  6．4n了以上  4人 以下  長期療養を必 要とする要介  110，730   4．3   427．2日  

4：1  

2以上  
護高齢者のた  

経過型  48：1   

6：1  
4：1  めの医療機関   

8：1  

看護・介護計3：1  

（うち看護2／7）  
PT又はOT  

老人保健施設   常勤1以上 100：1    ※認知症専門棟では 計2 
3，435  313，894   3．3   277．6日  

：1相当まで評価あり  
医療機関と居  

6：1  8ポ以上  
宅との中間施  

6：1  設  
介護  

1人＋α  
4：1  （大規模改   約600  

療養型  ※認知症専門棟では  修までは  ＊4  

計2：1相当まで評価あり   6．4ポ以上）   

特別養護老人  必要数   看護・介護計3：1  機能訓練   
要介護高齢者  

4人   のための生活  
以下   

3．8   1，465．1日   
ホーム  （非常勤可）  （うち看護一定数）  

指導員 1以上   

以上  施設   

認知症高齢者  認知症高齢者  

3：1  7．43nて以上  原則個室   のための共同  132，817   2．6  
グループホーム  生活住居   

特定施設  
看護・介護計3：1  

機能訓練  
要介護高齢者  

84．355  
（有料老人ホーム、  2．7  

（うち看護一定数）  指導員 1以上  適当な尽さ  原則個室   も含めた高齢 者のための生 活施設  2，617  （利用者数）  

ケアハウス等）  

＊5  

＊1看護・介護職員配置は常勤換算による。医療保険の職員配置資料（実質配置の人数）との比較の際には、職員数に概ね5分の1を乗じる。  
＊2 平均要介護度は、厚生労働省「介護給付費実態調査」（平成20年2月審査分）から算出  
＊3 平均在所日数については、厚生労働省「介護サービス施設一事業所調査」（平成19年9月中の退所者等について）  
＊4平成21年4月現在各都道府県より厚生労働省老人保健課へ報告された病床数に基づく  
＊5 特定施設は、外部サービス利用型特定施設を除く  

26   



施設一居住系サービスの定員数の推移  

（各年10月1日現在）  （定員数）  

450，000  

400，000  

350，000  

300，000  

250，000  

200，000  

150，000  

100，000  

50，000l   

平成12年  平成14年  平成16年  平成18年  平成19年  

◆特養   －－老健   一A一介護療養型医療施設   －◆・グループホーム   →■・特定施設  

（注）1特定施設については、利用者数である（平成14年以前の統計は存在しない）。   

2特別養護老人ホーム及び特定施設の平成18年及び19年の数字は、それぞれ地域密着型（定員29人以下）のものは含まない。  

27  

（出典）厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」   



介護保険施設入所者の認知症の状況  
（認知症高齢者の日常生活自立度判定基準）  

008  2008  4000  6000  80Co  lOO80  

介護老人福祉施設  

介護老人保健施設  

介護療養型医療施設  

8認知症なし ■ランクl ロランクⅡ ■ランクⅢ 0ランクⅣ 取ランクM【コ不詳  

平成19年介護サービス施設ヰ業所調査  28   



ユ羊ツト型施設とは   
集団ケア → 個別ケア  

認知症高齢者ケアにも有効  

○小規模な居住空間  

○家庭的な雰囲気  

○なじみの人間関係  

29   



ユニット型施設の施設数・定員数の年次推移  

各年10月1日  

介護老人福祉施設  介護老人保健施設  

全施設   ユニット型   割合（％）   全施設   ユニット型   割合（％）   

施設数   5．084   75   1．5   3．013   143   4．7  
平成15年  

定員数   346，069   4，480   1．3   269，524  

施設数   5，291   373   7．0   3，131   233   7．4  
平成16年  

定員数   363，747   17，799   4．9   282，513  

施設数   5，535   771   13．9   3，278   238   7．3  
平成17年  

定員数   383，326   39．467   10．3   297，769  

施設数   5，716   1．116   19．5   3，391   204   6．0  
平成18年  

定員数   399．352   59，278   14．8   309，346   9，167   3．0   

施設数   5．892   1，439   24．4   3，435   250   7．3  
平成19年  

※ユニット型施設数には、一部ユニット型での実施施設も含む。  

出典：厚生労働省「介護サービス施設・事業所言思迩」   



認知症対応型共同生活介護の概要  
（基本的な考え方）   

認知症（急性を除く）の高齢者に対して、  共同生活住居で、家庭的な環境と地域住民との交流の下、入  
浴・排せつ・食事等の介護などの日常生活上の世話と機能訓練を行い、能力に応じ自立した日常生活  

を営めるようにする。  

《利用者》  《人員配置》  《設備》  《運営》  

○介護従業者   

日中：利用者3人に1人（常勤換算）   

夜間：夜勤1人  

○計画作成担当者  

ユニットごとに1人  

（最低l人は介護支援専門員）  

○管理者  

3年以上認知症の介護従事経験の  

ある者が常勤専従  

○住宅地等に立地  

○居室は、7．43n了  

（和室4．5畳）以上   

で原則個室  

○その他居間・食堂・  

台所・浴室等日常  

生活に必要な設備   

○運営推進会議の設置  

1利用者・家族・地域住民・   

外部有識者等から構成  

・外部の視点で運営を評価  

01事業所あたり1又は2  

の共同生活住居（ユニッ  

ト）を運営  

01ユニットの定員は、5人   

以上9人以下  

介蕃報酬  （1日につぎ）   

要介   831単位  
84∋単位  

通常  865単位  
882単位  

栗介   90つ単位   

要介   861単位  
短期利用  87ら単位  

（30∈以内¢利用期間牽定  895単位  
めて申利用）  要介護ヰ  91≧単位  

要介護5  93⊃単位   

要
介
護
度
別
介
護
報
酬
 
 

共同生活住居  

（ユニット）のイメージ  

※短期利用サービスを提供でぎるのは、聞古豊後3年以上経過J、かつ  
空いている居室を奉l．用する等の基準を満たした事業所Cみ。  

初期加算  1巳につぎ30単位を加算  施設数（H19．10）  

9，026施設   
※入居日から3〕日間lこ限定。  

医療連携体制加算  1日につき39単イ立を加算  

※職員又は病院等との逗携により看護師を1名山上確保し、かつ看護 ノ  
＼師によリ2ヰ時間¢漣寵体制を確保している等の基準を満たした事業 ／  

＼画○み。  ノ／／  



【認知症対応型共同生活介護の利用状況②】  

○事業所数及び利用者数は、介護保険制度の創設以降、増加を続けているが、平成18  
年度以降、事業所数の増加幅は縮小している。  

01事業所当たりの平均定員は14．7人（平成19年度）であり、約半数の事業所で共同生  
活住居（ユニット）数が2となっている。  

認知症対応型共同生活介護事業所数及び1事業所当たり平均定員  
認知症対応型共同生活介護（予防含む）利用者数  

（事業所数：か所）  （利用者数：人）  （平均定員二人）  

120，000  

100，000  

H12  H13  H14  H15  H16  H17  H18  H19  H12  H13  H14  日15  日16  H17  H18  日19  

32  
（資料出所）厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」（H19のみ認知症対策推進室調べ）   



介護保険事業（支援）計画について  

増
｝
 
 

○ 日常生活圏域の設定  

○ 介護サービス量の見込み  

・地域密着型（介護予防）サービス（市町村及び圏域毎）  

・その他介護給付等対象サービス（介護給付・予防給付）  

○ 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着   

型介護老人福祉施設入所者生活介護の必要利用定員総数（市町村及び圏域毎）  

○ 保険料の設定  

○ 市町村長には、認知症対応型共同   

生活介護、地域密着型特定施設入居   

者生活介護及び地域密着型介護老人   

福祉施設入所者生活介護につき、日   
常生活圏域ごとの必要利用定員総数   

を超える場合の指定拒否権限あり  

○ 都道府県知事には、介護保険施設に   

つき、圏域ごとの入所定員数を超える   

場合の認可拒否権限あり   

○ 介護専用型特定施設について、必要   
利用定員総数を超える場合、指定拒否   
権限あり。（混合型特定施設の場合も   
同様）  

T
T
 
 

○ 市町村の計画を踏まえて、  介護サービス量の見込み（圏域毎）  

○ 介護保険施設については、各年度・各圏域の入所定員数の見込量  

※ その他、介護専用型特定施設の必要利用定員総数等を定める。（なお介護専用型以外の特定   

施設（混合型特定施設）に係る必要利用定員総数の設定も可）  

※ 第4期介護保険事業計画の期間は平成21～23年度の3年間  33  

（第1期：平成12～16年度 5年間 第2期：平成15～19年度 5年間 第3期：平成18～20年度 3年間）   



介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針  

（平成十八年厚生労働省告示第三百十四号）（抄）  
別表第二  

四 特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福  

祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービス  

平成26年度の介護専用型特定施設における特定施設入居者生活介護、詰ほロ症対応型共  

地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者  

設サービス等の当該市町村における利用者数の合計数（医療療養病  

床から介護保険施設等への転換に伴うこれらのサービスの利用者数の増加分を除く。）墾＿皇  

該市町村における要介護2以上の認定者数に対する割合を、耶％以下とすることを目標とし  

たうえで、第4期介護保険事業計画期間（平成21年度～23年度）においては、直近の現状か  

ら平成26年度の目標値となるよう計画的に設定された数値を標準として、地域の実情に応じ  

て定めること。   

ただし、介護療養施設サービスについては、平成23年度末に廃止されることから、現に利  

用している者の数及びそれらの者の介護給付対象サービスの利用に関する意向並びに介  

護療養施設サービスの事業を行う者の介護保険施設等（指定介護療養型医療施設を除く。）  

への転換予定等を勘案した上で、第4期介護保険事業計画期間において、その利用者の数  

が段階的に減少するように量の見込みを定めること。   

混合型特定施設入居者生活介護は、現に利用している者の数及び利用に関する意向並び  

に介護専用型特定施設における特定施設入居者生活介護及び地域密着型特定施設入居  

者生活介護の利用者の数の見込みを勘案して、利用者の数の見込み（医療療養病床から  

混合型特定施設への転換に伴う混合型特定施設入居者生活介護の利用者数の増加分を  

除く。）を定めること。  

特定施設入居者生活介護  

認知症対応型共同生活介護  

地域密着型特定施設入居者  

生活介護  

地域密着型介護老人福祉施  

設入所者生活介護  

介護福祉施設サービス  

介護保健施設サービス  

介護療養施設サービス  
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